阿見町介護保険サービス事業所整備事業者公募要領

１．公募の趣旨
　阿見町では，老人福祉計画及び第９期介護保険事業計画に基づき，介護保険サービスに係る基盤整備を推進しています。
本公募は，公平性・透明性を確保しつつ，令和８年度において町内に介護保険サービス事業所を開設・運営する事業者を募集し，応募書類に基づく選考を経て，当該事業所整備に係る町の意見書を交付する事業者を選定することを目的として実施するものです。
　なお，町が選定した場合でも，当該整備の要望が指定権者である茨城県に採択されない場合もあります。その際，町は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

２．公募事業所の概要
	事業所の種類
	利用定員
	整備数
	開設時期

	短期入所生活介護事業所
（単独型ショートステイ）
	２４人
	1事業所
	令和８年度内



３．事業実施の条件等
（１）事業予定地
　　　募集地域は町内全域とします。ただし，災害等に対する安全性が確保され，利用者が安心して生活できる環境であることが必要です。
　　　なお，応募事業者は事業予定地での建築の可否，用途地域，接続道路，上下水道，雨水排水及び埋蔵文化財等について，事前に関係各課に確認してください。
（２）

４．応募要件
応募事業者は，以下の要件を満たすことが必要となります。
（１）本公募要領、老人福祉法（昭和38年7月11日法律第133号），介護保険法（平成
9年12月17日法律第123号），社会福祉法（昭和26年3月29日法律第45号），都市計画法（昭和43年6月15日法律第100号），建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）及びその他関係法令等を遵守できる者で，介護保険サービス事業所を整備・運営するために必要となる十分な資力・能力・意欲等を有すること。
（２）介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない者であること。
（３）茨城県が策定する「指定短期入所生活介護（共生型短期入所生活介護）事業者指定申
請の手引き」の内容を遵守し、令和8年度内の開設及びサービスの提供が見込めること。
（４）茨城県福祉部長寿福祉課（介護保険指導・監査担当）へ、令和8年〇月末までに、本
公募要領により阿見町に提出した書類（「事業所周辺の住宅地図」及び「事業所の図面（施
設設備の面積及び使用用途を明示したもの」等）により事前協議を行えること。
（５）当該法人及び代表者（新設法人の場合は，理事長就任予定者）について，法人税，県
民税，住民税等の滞納がないこと。
（６）法人運営の事業所に対して行われた，国・県・町の指導・監査の指摘事項が改善して
いること。
（７）介護給付費の過誤調整・返還金等がある場合，誠実に履行していること。
（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第
2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人並びに同条6号に掲げる
暴力団員が当該団体の役員等をしている法人でないこと。

５．応募手続き
　本公募に申込みを希望する事業者は，次により書類を提出してください。
（１）提出書類
提出書類は，茨城県が策定する「指定短期入所生活介護（共生型短期入所生活介護）事業者指定申請の手引き」を参照し、不明な点がある場合には，茨城県福祉部長寿福祉課（介護保険指導・監査担当）へお問い合わせください。
書類の提出にあたっては，提出期限までにすべての書類を整えて提出してくださ
い。　
（２）提出部数等
　　・正本1部，副本１０部（副本はコピー可）
　　・図面及びパンフレット類を除き，提出書類は原則Ａ４版で作成してください。
　　・目次及びページ番号を付し、項目ごとにインデックスを付与してください。
・全体をファイルで綴じ、表紙と背表紙に「指定短期入所生活介護施設整備事業者公募に係る提出書類」及び「法人名」を記載してください。
（３）受付期間及び受付場所
　　【受付期間】
　　　令和７年１１月２５日（火）から令和７年１２月１９日（金）まで
午前9時から正午，午後1時から午後4時まで（土曜日・日曜日は除きます）
※予め電話予約のうえ,ご来庁をお願いします。なお，郵送及び電子メールによる応募は受け付けません。
※受付期間を経過した場合は一切受理しません。
※法人代表者又は担当者が直接持参のうえ提出してください。
　　【受付場所】
　　　 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
　　　 阿見町役場　保健福祉部高齢福祉課介護保険係
　　　 電話029-888-1111（代）内線143
（４）応募手続きに係る留意事項
 　　① 提出書類について
提出書類に不備・不足等がある場合は受理しません。また，町が一旦受理した書類については，明らかな過誤や軽微な修正を除き，内容の変更は認めません。
　　 ② 追加資料等の提出について
　　　　 提出された書類の内容を確認するため，文書で追加資料等の提出を求める場合が
あります。なお，追加資料等を期限までに提出されなかった場合は，応募を辞退したものとして取り扱いますので，ご注意ください。
　　 ③ 応募に伴う費用負担
　　　　 応募に要した費用（書類作成費用等）は，すべて応募事業者の負担となります。
④ 著作権の帰属等
　　　　 提出された書類の著作権は，応募事業者に帰属します。ただし，町が必要と判断
した場合には，書類の内容を無償で使用できるものとします。なお，提出された書
類は，理由の如何を問わず返却しません。
　　 ⑤ 関係機関への照会
　　　　提出された書類の内容を確認するため，関係機関に照会する場合がありますので，
了承ください。

 ⑥ 応募の辞退
　　　　応募後に辞退する場合には，書面にて辞退届出書（任意様式）を提出してください。
　　 ⑦ 応募書類
　　　　 提出された書類のうち，個人情報に関する情報については，内容確認及び法人審
査の目的に限って利用し，第三者への提供はしません。ただし，それ以外の部分に
ついては，阿見町情報公開条例の規定により，公開の対象となります。
　　 ⑧ 損害賠償請求等
　　　　 本応募における用地（建物）権利者または地域住民等との間の確約書等に基づき
生じた損害賠償請求権等については，応募者の責任に帰属する事項であり，町はそ
の責任を負いません。また，求償権等の行使についても同様とします。
　　 ⑨その他
　　　　 応募に際して不正行為を行った場合又は応募書類の虚偽の記載があった場合に
は，応募を無効（失格）とします。

６．応募に関しての質問事項
応募事業者又は応募する意思がある事業者で，本公募要領に関して不明な点がある場合には，次により質問書（任意様式）を提出することができます。
（１）提出期限　　令和７年１２月１２日（金）正午まで
（２）提出方法　　電子メールによる（持参等その他の方法は受け付けません）
（３）提出先　　阿見町役場　保健福祉部高齢福祉課介護保険係
　　　　　　　　　電子メール koreifukushika-ofc@town.ami.lg.jp
（４）回答方法　　応募事業者等から質問があった場合，すべての事項を取りまとめの上,
　回答書を電子メールにて応募事業者等全員に送信します。

７．審査
（１）審査方法
事業予定者の審査は，阿見町介護保険施設整備事業者選考委員会を設け，応募事業者から提出された書類に基づく書類審査及び当該委員会でのプレゼンテーションを踏まえて行うものとします。ただし，応募事業者が複数の場合は，当該委員会において選考し，応募事業者に優先順位を付すものとします。
なお，公正・公平な審査を担保するため，提出された書類等の裏付けや疑問点について関係機関に照会するなど調査を行う場合がありますので，予めご了承ください。
（２）審査結果
審査結果については，令和８年１月末（予定）に全ての応募事業者に個別に文書で通知します（電話等の問い合わせには応じません）。なお，審査の結果，全ての応募事業者について本事業の目的が達成できないと判断した場合には，町の意見書を交付しない場合があります。
また，審査後において，応募書類に虚偽の記載やこの要領に関する重大な違背行為などが判明した場合には，審査結果を取り消すことがあります。

（３）事業予定者の公表
　　　事業予定者の審査結果は，町のホームページにて公表します。
※町が意見書を交付しても，施設整備の要望が茨城県に採択されない場合もあります。
その場合，町は一切の責任も負いません。また，その際は原則として当該審査結果も無効となります。


８．整備費の助成
当該事業所整備に対する補助金等の交付はありません。
９．今後のスケジュール
今後のスケジュールについては，次のとおりです。都合により変更が生じる場合がありますので，予めご了承ください。
（１）公募期間（受付）　　令和7年11月25日（火）から令和7年12月19日（金）まで
（２）審査（選考委員会）　令和7年12月から令和8年1月まで
（３）審査結果通知　　　　令和8年1月末（予定）
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10．問い合わせ先
　　阿見町役場　保健福祉部高齢福祉課介護保険係（担当：藤田・千葉）
　　電話029-888-1111（代）内線143　FAX 029-887-9560　
電子メールkoreifukushika-ofc@town.ami.lg.jp
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